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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月31日(2019.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脂肪組織由来幹細胞（ＡＳＣ）に由来するエクソソーム集団およびＴＧＦ－β阻害剤を
含んでなる組成物であって、
　前記エクソソーム集団が、
　ａ．該エクソソームの少なくとも２０％が、少なくとも３ｋＤａの平均分子量を有し、
かつ／または
　ｂ．該エクソソームの少なくとも２０％が、１５０～３００ｎｍの平均直径を有し、か
つ／または
　ｃ．該集団からのエクソソームがＴＳＰ－１を含んでなり、かつ／または
　ｄ．ａ）３ｋＤａカットオフ膜を用いて細胞を含まないＭＳＣ馴化培地を濾過して残留
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物を回収すること、または
　　ｂ）細胞を含まないＭＳＣ馴化培地を、エクソソームを沈殿させるのに十分な速度で
遠心分離してペレットを回収すること
　を含む方法により得られる、
前記組成物。
【請求項２】
　前記集団におけるエクソソームが、低いレベルのＴＧＦ－βおよび／または潜在ＴＧＦ
－βを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記ＭＳＣがヒトである、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ＴＧＦ－β阻害剤が、表１に示される阻害剤からなる群から選択される、請求項１
に記載の組成物。
【請求項５】
　免疫介在性炎症性疾患の治療方法における使用のための、請求項１～４のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項６】
　前記免疫介在性炎症性疾患が、関節リウマチ（ＲＡ）、炎症性腸疾患（ＩＢＤ）および
クローン病からなる群から選択される、請求項５に記載の使用のための組成物。
【請求項７】
　前記ＭＳＣが同種異系である、請求項５または６に記載の使用のための組成物。
【請求項８】
　前記組成物が全身にまたは局所的に投与される、請求項５～７のいずれか一項に記載の
使用のための組成物。
【請求項９】
　前記組成物が、直腸、鼻、口腔、膣、皮下、皮内、静脈内、腹腔内、筋肉内、関節内、
滑液嚢内、胸骨内、くも膜下腔内、病巣内もしくは頭蓋内の経路を介して、または埋め込
み型リザーバーを介して投与される、請求項８に記載の使用のための組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が、少なくとも１つの追加的治療薬と組み合わせて投与される、請求項５～
９のいずれか一項に記載の使用のための組成物。
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